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お　

知　

ら　

せ

多
様
な

集
落
営
農
を
支
援
し
ま
す

　

小
規
模
農
家
が
共
同
で
営
農
を
行
う
集
落
営
農

は
、
当
面
、
法
人
化
を
目
指
さ
な
い
場
合
で
あ
っ
て

も
、農
作
業
の
受
託
や
農
業
機
械
の
共
同
利
用
な
ど
、

多
様
な
形
態
に
よ
り
地
域
の
水
田
農
業
を
維
持
す
る

シ
ス
テ
ム
と
し
て
有
効
で
す
。

　

県
で
は
、
こ
れ
ら
の
多
様
な
集
落
営
農
の
組
織
化

と
機
械
施
設
の
整
備
を
支
援
す
る
新
た
な
事
業
を
作

り
ま
し
た
。

■
集
落
営
農
の
組
織
化
支
援

　

実
施
主
体
：
市
町
村
、
地
域
担
い

手
育
成
総
合
支
援
協
議
会

　

内
容

　

○
集
落
営
農
世
話
人
会
の
設
置

　

○
集
落
営
農
ビ
ジ
ョ
ン
の
策
定

（
作
付
計
画
、
機
械
利
用
計
画
な
ど
）

　

○
集
落
関
係
者
間
の
合
意
形
成
活

動（
集
落
営
農
事
例
視
察
研
修
な
ど
）

　

事
業
費
：
【
上
限
10
万
円
】

　

実
施
期
間
：
平
成
20
〜
22
年
度

（
１
地
区
１
カ
年
）

   

負
担
区
分
…
県
２
／
３
、

　
　
　
　
　
　

町
１
／
３

　

実
施
主
体
：
集
落
営
農
組
織
な
ど

　

内
容
…

　

①
農
業
用
機
械
及
び
附
帯
施
設
の

新
規
導
入
②
個
人
所
有
機
械
の
処
分

　

事
業
費
：

　

○
集
落
内
の
過
半
の
農
地
を
作
業

受
託
に
よ
り
集
積
す
る
場
合
【
上
限

１
千
万
円
】

　

○

そ

の

他

の

場

合
【

上

限 

５
０
０
万
円
】

　

実
施
期
間
（
採
択
年
度
）
：
平
成

20
〜
22
年
度
（
１
地
区
２
カ
年
）

　

負
担
区
分
…
県
１
／
３
、

　
　
　
　
　
　

町
１
／
６
、

　

集
落
営
農
組
織
１
／
２　

■
農
業
用
機
械
施
設
の
導
入

な
ど
に
必
要
な
経
費
の
支
援

【
事
業
内
容
】

【問い合わせ先】 

　町農林水産課

   ☎０８５８‐58‐６１１６

　西部総合事務所農林局

　農林業振興課

　☎０８５９‐31‐９６５２  　

障
害
者
手
帳
の

統
合
に
つ
い
て

　

鳥
取
県
で
は
、
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
一
元
化
な
ど
に
よ

り
、
平
成
20
年
4
月
か
ら
3
障

害
手
帳
を
統
合
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　

併
せ
て
、
顔
写
真
が
古
く

な
っ
て
、
本
人
確
認
が
難
し
い

手
帳
が
多
く
あ
る
こ
と
を
考
慮

し
て
、原
則
10
年
経
過
し
た
ら
、

手
帳
の
再
交
付
申
請
を
し
て
い

た
だ
く
よ
う
お
願
い
す
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。

■
新
し
い
制
度
に
つ
い
て

　

①
手
帳
の
統
合

　

【
サ
イ
ズ
】
身
体
障
害
者
手
帳
（
縦

　
　
　
　
　

11
・
４
㌢
×
横
７
・
５

　
　
　
　
　

㌢
）
の
大
き
さ
に
統
一

　

【
形　

式
】
手
帳
を
開
か
ず
に
提

　
　
　
　
　

示
で
き
る
形
式
（
定
期

　
　
　
　
　

入
れ
様
）
に
統
一　

　

【　

色   

】
同
一
色
（
深
緑
）

　

【
表　

記
】
カ
バ
ー
は
県
章
の
表

　
　
　
　
　

記
の
み
に
。
カ
バ
ー
の

　

          

窓
か
ら
見
え
る
台
紙
の

　
　
　
　
　

表
記
は
、「
障
害
者
手

　
　
　
　
　

帳
」
及
び
「
鳥
取
県
」

　
　
　
　
　

で
統
一

　

②
手
帳
の
再
交
付

　

【
身
体
障
害
者
手
帳
】

　
　

手
帳
の
交
付
ま
た
は
再
交
付
時

　

か
ら
10
年
ご
と
に
再
交
付
申
請
が

　

必
要

　

【
療
育
手
帳（
50
歳
を
超
え
る
方
）】

　
　

10
歳
刻
み
ご
と
に
再
交
付
申
請

　

 

が
必
要

　

【
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
】　

　
　

こ
れ
ま
で
ど
お
り
、
２
年
ご
と

    

に
更
新
（
認
定
）

　

＊
再
交
付
申
請
を
し
て
新
し
い
手

   
帳
に
切
り
替
わ
り
ま
す
。

　

＊
現
在
所
持
さ
れ
て
い
る
手
帳
は

　

切
り
替
え
ま
で
の
間
、
そ
の
ま
ま

　

使
え
ま
す
。

　

＊
切
替
期
間
が
き
て
な
く
て
も
、

　

希
望
さ
れ
る
場
合
は
対
応
し
ま
す
。

■
再
交
付
申
請
に
必
要
な
も
の

　

再
交
付
申
請
書
、
顔
写
真
（
無
帽

正
面
上
半
身
、最
近
撮
影
し
た
も
の
。

縦
４
㌢
×
横
３
㌢
）、
印
鑑　

※
障

害
程
度
の
変
化
な
ど
に
よ
る
再
交
付

申
請
に
つ
い
て
は
、
診
断
書
な
ど
の

書
類
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

■
そ
の
他

　

次
の
場
合
は
届
出
が
必
要
で
す
。

　

①
住
所
、
氏
名
、
保
護
者
名
な
ど

　

が
変
わ
っ
た
と
き

　

②
手
帳
を
紛
失
・
破
損
し
た
と
き
、

　

ま
た
は
障
害
の
状
態
に
変
化
が

　

あ
っ
た
と
き

　

③
障
害
の
状
態
が
な
く
な
っ
た
場

　

合
や
死
亡
さ
れ
た
場
合

■
届
出
及
び
手
続
き
場
所

　

本
庁
福
祉
保
健
課

　

☎
０
８
５
９
‐
54
‐
５
２
０
７　

　

中
山
支
所
総
合
窓
口
課

　

☎
０
８
５
８
‐
58
‐
６
１
１
２

　

大
山
支
所
総
合
窓
口
課　

　

☎
０
８
５
９
‐
53
‐
３
３
１
１

カバーの色は深緑
ひも通し穴

手帳の表記

を統一

窓付きで

使いやすい

県章が入ります


